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 はじめに 

 　この小論は，1993年ロシア連邦憲法の定

める大統領制について制度設計論と憲法解釈

論からの議論をさしあたり整理することを目

的としている。その理由は二つある。 

 　第一は，ロシア連邦では，大きな改正がな

いままに同一の憲法の下で大統領の交代によ

り憲法秩序が変化したように見えることであ

る。たしかに，大統領任期（4年から7年）

および国家会議議員任期（4年から5年）の

延長（2008年），連邦会議議員（一部）およ

び連邦構成主体検事総長の大統領任命制の導

入（2014年）のための憲法改正が行われた。

しかし，エリツィンからプーチンに大統領が

交代した2000年から憲法秩序の変化は始

まっている （1） 。その原因を考える前提として

憲法秩序の変化そのものの分析とは別に，制

度設計論と憲法解釈論の視点からまず問題を

検討することで原因探究の手がかりを得たい

と考える。 

 　第二は，中央アジアの各国の憲法秩序は，

ロシア連邦とは異なり，新憲法制定または憲

法改正とともに変化したように見えることで

ある。つまり，ロシア連邦と中央アジアでは

憲法秩序の変化の型が異なる。ロシア連邦は，

憲法改正を欠く憲法秩序の変化であり，中央

アジアの場合は憲法改正による憲法秩序の変

化である （2） 。中央アジアの憲法は，現実の「勢

力配置の記録」であるがゆえに憲法改正が必

要だったと考える。では，ロシア連邦ではな

ぜ憲法改正を欠いたのか。 

 　ロシア連邦については，非公式規範の存

在 （3） または憲法外組織の設置 （4） の結果とし

て，憲法秩序の変化が起きたと説明されるこ

とが多い。こうした説明は，つまるところ，

「憲法の危機」論に立っている。しかし，
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ついての議論を見ると，「憲法の危機」では

なく「憲法の発現」という見方も成り立ちう

る。ただ，社会主義からの転換のなかで制定

された1993年憲法は，問題を孕むにしても，

現代立憲主義または自由民主主義の憲法だと

いう評価も根強く，現代ロシアの憲法秩序が

1993年憲法の「発現」とするには，それな

りの分析と論理の提示が必要である。この小

論では，それを憲法裁判所裁判官（バグライ）

の憲法解釈論に求める。 

 　憲法秩序の変化そのものの分析，憲法条文，

憲法秩序と社会関係の三者の相互連関の分析

は今後の課題として残る。 

 1． 制度設計論としての超大統領制論
―ホームズとシュガート 

 　超大統領制という用語を脱社会主義化憲法

について用いたのは，『東欧憲法研究』に掲

載されたステファン・ホームズの「超大統領

制とその問題」 （5） が最初だろう。ホームズは

『東欧憲法研究』で多数の特集を企画し （6） ，

ロシアと東欧の法と政治に関心をもち，『東

欧憲法研究』廃刊後もロシアおよび東欧の法

と政治についての論文を発表している （7） 。 

 　かれは，1993年ロシア連邦憲法が制定さ

れると，それを次のように評価した。1993

年ロシア連邦憲法は立法と執行が融合し，「均

衡と抑制は大統領のためだけに働く」ので「ア

メリカ型権力分立」ではない。そして，「ア

メリカ型でないのと同じくフランス型ではな

い」。1993年ロシア憲法は，「（フランス憲法

に似ているという―執筆者）趣旨の論評が沸

き起こっているが，第5共和制型半大統領制

に倣っていない」。なぜなら，「フランス大統

領は，例えば，拒否権まではもたず，首相を

一方的には解任できない」し，「ロシアのシ

ステムのもとではコアビタツィオンはありえ

ない」からである。つまり，「エリツィン憲

法により確立されたシステムは，要するに，

もっとも簡潔に特徴を言えば超大統領制であ

る」。 

 　ホームズは，1993年ロシア連邦憲法の運

用をまたずにその性格を断定している。この

断定は，ソ連と東欧における社会主義の崩壊

に伴う民主化にふさわしい憲法は何か，つま

り「憲法工学」 （8） または「憲法設計」をめぐ

る議論の一例と見ることができる。 

 　「憲法工学」または「憲法設計」において，

焦点のひとつは，「大統領制か議院内閣制か」

だった。しかし，制定された憲法は，「大統

領制か議院内閣制か」の二分法では説明でき

ないものだった。 

 　ホームズの主張の意味は，ロシア連邦にお

いても憲法における制度設計（institutional 

design, constitutional design）が重要であり，

1993年ロシア連邦憲法の憲法条文が定める

制度それ自体がアメリカ憲法のそれともフラ

ンス憲法それとも異なるとしたところにあ

る。しかし，制度設計，つまり「書かれた規

則は，どのようにゲームが行われるかを決め

てしまわない」 （9） から，「議会は，執行部を点

検または監督できなくても，重要な民主的な

機能をもちうる」 （10） と問題提起したところに

この論文の眼目があった。 

 　それは別として，ホームズは，フランス第

5共和制憲法が「首相を一方的には解任でき

ない」という点に1993年ロシア連邦憲法と

の違いを見ている。 

 　ホームズの超大統領制論と同じく大統領の
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首相解任権に着目した類型論としてアメリカ

の政治学者のマシュー・シュガートの「首相

―大統領」制論および「大統領―議会」制論

がある （11） 。 

 　シュガートは，大統領，政府（首相）およ

び議会との関係を5類型に分類する。すなわ

ち，純粋大統領制，「首相―大統領」制，「大

統領―議会」制，大統領職を有する議院内閣

制，純粋議院内閣制である。重要なのは，「首

相―大統領」制と「大統領―議会」制のちが

いで，それは，大統領が，単独の政府辞職決

定権または首相その他の内閣構員の単独の解

任権をもつかどうかを基準とする。シュガー

トの分類では，このような辞職決定権および

解任権を大統領が有するのが「大統領―議会」

制で，「首相―大統領」制では，政府（首相）

は議会の信任に依拠する。 

 　かれは次のように言う。すなわち，（大統

領が単独の首相解任権をもつかどうかは―執

筆者）「行政部と立法部との関係の公式な定

義における小さなちがいに見えるが，実は決

定的である。…この区別がとくに重要なのは，

（「大統領―議会」制の―執筆者）レジーム設

計者なかには，フランスの制度を模倣したと

主張している者がいるからである。しかし，

フランスの大統領は，議会の意思に反して内

閣を辞職させられないのは，1986年 ― 88年の

コアビタツィオンの経験が示すとおりであ

る」 （12） 。このシュガートの見解は，デヴェル

ジュが提唱した半大統領制の概念に基づく比

較憲法研究において，半大統領制の類型論と

しても有効であると考えられている （13） 。 

2 ． 「中途半端な大統領中心主義」と「超
然大統領制論」―日本での議論 

 　日本では，ホームズやシュガートの主張は

注目されず，1993年ロシア連邦憲法は，フ

ランス憲法（第5共和制憲法）と似ていると

いう見解が有力であり続けているように思わ

れる （14） 。 

 　ただ，ロシア連邦憲法の法学の立場からの

研究は，第10条と第11条との齟齬および国

家元首（大統領）の地位と機能を定めた第

80条から，1993年ロシア連邦憲法において，

権力分立の上または外または横に大統領が位

置し，その点にロシア連邦憲法の独自性があ

ると考えてきた （15） 。そして，関連する憲法

裁判所判決も踏まえた研究も行われてきた。

日本およびロシア連邦における議論ならびに

憲法裁判所の判決を踏まえて1993年ロシア

連邦憲法の権力分立と大統領の地位および機

能を分析した業績として佐藤史人の論文 （16）

 がすでにあり，これまでの議論を整理し，問

題の所在を示し，水準を超えた分析をしてお

り，加えることはあまりない。あるとすれば，

第80条が一番の問題なのであれば，憲法裁

判所判決の第80条を焦点にした系統的な分

析と （17） ，ホームズまたはシュガートの議論

との関係で大統領の政府辞職決定権および首

相解任権に焦点を合わせた検討だろう。 

 　それは別として，フランス憲法と似ている

という場合，何が似ているかということは論

点となりうる。単純には，それだけでは似て

いるとは言えないとホームズとシュガートが

主張した点，つまり，大統領とは別に政府（首

相）が存在するという点で似ているというこ

とだろう。要するに，半大統領制だというこ
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とだろう。しかし，大江泰一郎は，フランス

第5共和制憲法と1993年ロシア連邦憲法とは

大統領中心主義という点で似ていると考える。 

 　大江によれば，1993年ロシア連邦憲法は，

「脱社会主義・市場経済移行のための「強い腕」

の必要性からフランス型大統領制を目指しつ

つも，脱ソビエト（脱評議会）化にともなう

議会実質化の理念（議院内閣的要素はこれに

由来する）と現実の議会における野党の優位

とによって条件づけられて，それを徹底しえ

なかったケース」 （18） である（不徹底な大統領

中心主義論）。この見解の基底には，問題は，

大統領中主義そのものではなく，それを制約

する仕組と文化（憲法裁判や法概念）である

という発想があり，ロシアでは，法と裁判が

伝統により権力の制約として機能しない可能

性がある点にちがいを求めるという志向があ

る。 

 　これに対して，竹森正孝は，ロシア連邦の

大統領制は「大統領が広範かつ強大な権限」

をもち「三権のいずれにも属さず，その上に

超然として存在する独特の制度」で，「アメ

リカ型大統領制に擬したり，またはフランス

型大統領制と同一視」できず，「超然大統領制」

であると主張する （19） 。しかし，かれの主張は，

ホームズやシュガートのそれとは視点が異な

る。ホームズやシュガートは，1993年ロシ

ア連邦憲法制定前後に，純粋に制度論の視点

からその性格を論じて類型を設定しているの

にたいして，2000年前後に書かれたと竹森

論文は，エリツィン大統領の下での憲法の運

用を問題としている。「超然大統領制」は「超

然内閣」からの連想だろう。「超然内閣」は，

大日本帝国憲法の制度の特質というより，帝

国議会に対する内閣および行政官僚制の態度

または方針を示す言葉である。ホームズは，

まさに，憲法が定める制度が超大統領制で

あっても，「超然大統領制」を選択すべきで

なく，「超大統領制」においても議会の役割

がなくなるわけではないことを主張していた。 

3 ． 「憲法の危機か発現か」または「憲
法の文言か精神か」

―ゾルキンとルキヤーノヴァ 

 　竹森は，ロシア連邦の大統領制を「超然大

統領制」と評価しつつ，「それでも政府が下

院との協同を実現しうる場合には，プリマコ

フ内閣時代にそうであったように（首相が―

執筆者）実質的に大きな権限をもち，大統領

制を牽制するという事態が現象しうる」と指

摘する （20） 。よく似たことは，大日本帝国憲

法史にもあったと考え （21） ，竹森が「超然内閣」

の連想から「超然大統領制」を用いたとする

と，かれは，1993年連邦憲法と立憲君主制

憲法の運用とを重ね合わせて考えているよう

にも思われる。 

 　それは，別として，竹森が強調しているの

は，次のことと考えられる。すなわち，同一

の憲法（1993年ロシア連邦憲法）と同一の

大統領（エリツィン）のもとで，大統領―政

府―議会の関係が変化し，大統領は，議会が

信任する首相を選択せざるを得ない状況に追

い込まれることがあり，その場合は，憲法条

文は不変でも現実の憲法秩序は変化する。つ

まり，「勢力配置の変化」は現実の憲法秩序

を変化させる。それでは，その次に起きたこ

と，すなわち，同一の憲法の下で大統領が交

代（エリツィンからプーチンへ）したことに

よる憲法秩序の変化は，「勢力配置の変化」
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だけに原因を求めることができるのだろうか。 

 　そもそも，現実の憲法秩序の変化を憲法条

文との関係でどう捉えたらよいのだろうか。

「憲法の発現」だろうか，それとも「憲法の

危機」なのだろうか。プリマコフ首相の任命

は「憲法の発現」で，プーチニズムは「憲法

の危機」なのだろうか。あるいは，プーチニ

ズムも「憲法の発現」なのだろうか。 

 　「憲法の発現か危機か」は思考のためのひ

とつの図式に過ぎないが，1993年ロシア連

邦憲法の性格の理解と結びつく。1993年ロ

シア連邦憲法が超大統領制だとすると，プー

チンの下での憲法秩序の変化を「憲法の発現」

と見ることも可能となる。さらに，エリツィ

ンの下での憲法秩序もプーチンの下でのそれ

も「同一のシステムの二つの発現」 （22） と捉え

ることも可能だろう。そうではなく，1993

年ロシア連邦憲法の現代立憲主義の民主主義

憲法としての側面を強調すれば，プーチンの

下での憲法秩序のありようは「憲法の危機」

となる。 

 　「憲法の発現か危機か」という問題設定は，

単純に過ぎる。なぜなら，1993年憲法の定

める権力分立と大統領の地位と機能に問題が

あることを前提に，こうした欠点をもつ

1993年ロシア連邦憲法を憲法改正なしに発

展させられるかが立場を問わず課題となりつ

つあるからである。 

 　それを示すのが，憲法裁判所長官ゾルキン

の「憲法の文言と精神」という論文 （23） とゾ

ルキンの批判者である憲法学者エリーナ・ル

キヤーノヴァ『権威主義と民主主義』（シャ

ブリンスキーとの共著） （24） である。そこで注

目されているのは，憲法の「文言」ではなく，

「精神」（ゾルキン）または「基本の原則と意

義」（ルキヤーノヴァ）である。ゾルキンは，

社会国家（第7条）に注目し，ルキヤーノヴァ

は，1993年ロシア連邦憲法が現代立憲主義

または自由民主主義の憲法であることを示す

ものとして第1章の「憲法秩序の基礎」の意

義を強調する。彼女は次のように述べる。す

なわち，「ある短所（欠陥や不備）が憲法条

文にあることで増す危険はその適用における

自由な裁量である。しかし，次の場合には，

この危険は最小限であり，あるいはゼロに等

しい。すなわち，もしも，（憲法の―執筆者）

基本の原則と意義が会得され，定着する場合

にはである」 （25） 。 

 　このように，ゾルキンとルキヤーノヴァの

主張を対比して検討すると，何をもって「精

神」あるいは「基本の原則と意義」と考える

かが重要であるとわかる。つまり，憲法の「精

神」または「基本の原則と意義」にもとづく

1993年ロシア連邦憲法の解釈と運用が，単

に，法学上の理論を越えて，政治，言い換え

れば，現実の憲法秩序の変化を考えるうえで

重要である。 

4 ．「大統領裁量義務」論―バグライ 

 　この小論では，「不徹底な大統領中心主義」

として1993年ロシア連邦憲法における「不

徹底」が，憲法裁判所裁判官の「文言」と「精

神」の解釈によりどう突破されるかを見てお

こう。 

 　バグライの憲法裁判所長官の在職時（1997

年2月 ― 2003年月）に，憲法裁判所長官だっ

たトゥマーノフとバグライにより執筆，出版

された『憲法小百科』の大統領の項目におい

て，ロシア連邦大統領の権限は次のような意
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味で「小さい」との理解が示されている。す

なわち，「ロシア連邦大統領の権限は非常に

大きいにもかかわらず，それは，アメリカ合

衆国やフランスのような民主主義国の大統領

よりも広くない」。そして，大統領の権限を

より強くしても，「ロシア連邦憲法大統領が

「独裁権限」を付与されていることを意味し

ない。フランスおよび合衆国その他の大統領

制民主国家の経験が説得力をもち示すこと

は，法治国家において，強力な大統領権力の

独裁およびその類似物への転化は生じないこ

とである」 （26） 。 

 　しかし，バグライが，ロシア連邦憲法を「不

徹底な大統領中心主義」と見ているわけでは

ない。かれは，大統領が行政権の長であると

いう意味で大統領制を定めていると考えたう

えで，さらに，国家元首として特別の機能を

有し，そこから導きうる権限があるのだと主

張する（大統領＝「行政権力の長」＋「国家元

首」論）。 

 　1993年ロシア連邦憲法の文言は，ロシア

連邦政府は「ロシア連邦の執行権力を行使す

る」（第110条1号）と定める。バグライが，

それにもかかわらず，1993年ロシア連邦憲

法において大統領は行政権の長だと考えるの

は，大統領に閣議主宰権があるからではない

（第83条2号）。まずは，大統領を三権分立の

外に置くべきでないという動機からであり，

それとともに，「ロシア連邦の大統領と政府

の権限を分析するとロシア連邦の執行権力の

長はまさに大統領だと考える根拠が与えられ

る」からである。かれによれば，それは，「ロ

シア連邦政府が大統領に責任を負い，大統領

だけに報告義務があり，監督される」ことで

ある。「政府の形成の問題について大統領は

完全に自由」であり，「政府は議会の両院に

たいして責任を負わない。ロシア連邦憲法の

条件ではこれは不可能である。なぜなら，議

会多数派の政府は議院内閣制および半大統領

の特徴で，より完全な権力分立である大統領

制の特徴ではない」からである （27） 。 

 　つまり，バグライは「議院内閣的要素」の

ないことが，1993年ロシア憲法の本質であ

ると考える。かれにとっては，大統領だけに

政府の存続を決める権限があり，大統領だけ

に政府は責任を負うから，大統領は行政権の

長なのである。その根拠は，やはり，大統領

の首相解任権であり，その点では，ホームズ

とシュガートと近い。 

 　しかし，バグライの議論はここで終わらな

い。かれは次のように主張する。すなわち，

「存在するのは三権だけであるとしても，国

家元首の特別の地位」がある （28） 。そのよう

な地位は，「ロシア連邦憲法第80条に定める

大統領の基本機能において明らかであ

る」 （29） 。つまり，ロシア連邦大統領は国家元

首（第80条1項）として特別の地位にあり，

憲法ならびに人および市民の権利および自由

の保護（〈憲法の保護者〉），ロシア連邦の主

権の擁護（〈主権の擁護者〉）および国家機関

の一致した活動と協力の確保（〈国家機関の

活動の調整者〉）といった基本機能をもつ（同

条2項）。大統領は，内外政策の基本方向を

決定し（同条3項，〈基本政策決定者〉），国

の内外でロシア連邦を代表する（同条4項，

〈国の代表者〉）。 

 　これらが「機能」である意味は，〈憲法の

保護者〉を例にとると，この「機能」は，「大

統領の裁量にもとづく大統領の権利を広く前

提にし，その裁量は，憲法および法律の文言
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だけではなく精神にも立脚し，法システムに

おける欠陥を埋め，憲法が予期していない重

大状況に対処」 （30） する権限を導く点にある。

〈憲法の保護者〉という「機能」は，大統領

の国家元首としての義務でもあり，義務とし

ての「機能」の実現は，「憲法および法律の

精神」に立脚した裁量により，憲法と法律が

明示しない権限を行使することである。

　そして，このことは，〈主権の擁護者〉に

おいても，〈国家機関の活動の調整者〉にお

いても，詰まるところは，変わらない （31） 。

そして，このように解したとしても，バグラ

イによれば，1993年憲法は，アメリカ憲法

とフランス第5共和制憲法と同じような意味

での現代立憲主義の要件に適う憲法である。

「憲法と法律が明示しない権限」は，もとも

と国家元首には「隠されたの権限」があると

いう認識に依拠し （32） ，アメリカ憲法におけ

る「隠された権限」の法理を念頭に置いて主

張されている （33） 。 

 　そして，バグライは，国家元首としての特

別の地位にある大統領との関係において，憲

法上の義務を実現するために大統領が行使す

る自由な裁量が憲法に適合するかどうかを審

査する機関として憲法裁判所を規定する。そ

して，憲法裁判所が，「憲法と法律が明示し

ない権限」，つまり大統領の裁量行使（例えば，

国内紛争の軍の投入（チェチュン紛争），連

邦構成主体の長の実質任命制）を憲法に適合

すると判断することで，憲法裁判所は大統領

の政策を正統化する役割を果たすことになる。

　このようにして，憲法裁判所は大統領の権

限行使の制約ではなく，権限行使の正統化を

担う。それは「政治の司法化」ということで

はない。国家元首の特別の地位を憲法第80

条が定めているという理解を前提にした，憲

法裁判所裁判官が行なう解釈の機能問題であ

る。それは大統領の「憲法裁量」を正統化す

るが，まったく無批判な，単なる従属を意味

するわけでもない。しかし，重要なことは，

「憲法と法律が明示しない権限」について，

大統領に自由な裁量権があるという前提で憲

法裁判所がその憲法適合審査機関としての役

割を積極的に引き受けるという図式それ自体

である。 

 　バグライは，憲法の「文言」から，大統領

は行政権の長であり，政府は大統領だけに責

任を負うと結論し，憲法の「精神」から，国

家元首としての大統領は，憲法（第80条）

が認める特別の地位から「憲法と法律が明示

しない権限」をもつと主張する。これが，憲

法裁判所長官（1997年2月から2003年2月）

の議論であることはやはり重要である （34） 。 

5 ． 「二元主義の権威的解釈」

―メドゥシェフスキー 

 　「中途半端な大統領中心主義」論もバグラ

イの「大統領＝「行政権の長」＋「国家元首」」

論も，フランス第5共和制憲法またはアメリ

カ憲法の定める大統領に比較して，1993年

ロシア憲法の定める大統領は，憲法条文それ

自体からは，権限が過度に大きい，あるいは，

まったく他に見られない程にその地位が特殊

であるわけではないと見ている。 

 　これに対して，フランス第5共和制憲法と

の比較で1993年ロシア憲法は，「フランス型

混合制との外面の類似にもかかわらず，ロシ

アの統治形態は，疑いもなく，混合制のより

権威的解釈を示している」 （35） とするのが，メ
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ドゥシェフスキーである。メドゥシェフス

キーによれば，1993年ロシア憲法が定める

統治形態は，「一元的な議会制または大統領

制」と比較するならばフランス第5共和制憲

法と同じく「二元制，混合制または「大統領

―議会」制の統治形態」であるが，しかし，

詳しく検討するならば，そのことは「それ程

には明白ではない」 （36） 。 

 　メドゥシェフスキーが，そう考える理由と

して，ここでは次の2点を指摘しておく （37） 。 

 　ひとつは，1993年ロシア連邦憲法は，大

統領にたいする政府責任を定めていることで

ある。かれは，まず，二元制（混合制）は，

君主制の下で議会にも君主にも政府が従属す

るという政府責任の二元性を意味することを

確認する。しかし，現代において，二元制（混

合制）は，議会制に近いもの（「議会―大統領」

制）からほとんど大統領制（「大統領―議会」

制）のものまで多様である。かれによれば，

その類型化の基準として，1）権力分立，

2）権力機構と作動実態（実質が議会制か，

大統領制か，大統領と首相の権力共有か），

3）指導性の方向（優位なのが首相か大統領か，

あるいは，優位に揺れがあるか）を考えるこ

とができるとする。そうではあるが，モーリ

ス・デヴェルジュの半大統領論，つまり，「1）

普通選挙による共和国大統領の選挙，2）大

統領の対抗力としての首相の導入，3）議会

が政府に対抗しないかぎりでの政府の存続」

からすれば，かれは，フランス第5共和制で

は，議会の信任があるかぎり政府は存続する

のに対して，1993年ロシア連邦憲法では，

「政府は，大統領の工具（технический 

инструмент, technical tool）」であり，大統領

の意思で存続が決まると考える。「混合制の

「大統領―議会」共和国の概念はフランスで

は実現されているが，しかし，ロシアでは願

望にとどまる」。 

 　もうひとつは，フランス第5共和政憲法と

1993年ロシア連邦を比較すると，「権力分立

の解釈における類似とともに，本質的相違」

があるからである。それは，メドゥシェフス

キーによれば，1993年ロシア憲法が，大統領

と首相の「協議（консультация, consultation）

も，副署の必要も，全く定めていなことに示

される。そして，これらと結びついて，フラ

ンス第5共和制憲法では，「決定採択の最高権

力がだれに（大統領か首相か一部筆者）属す

るかにより区分される2つの行政権限の部門

―大統領と首相が存在」するが，1993年ロシ

ア連邦憲法ではそのような明確な区分が存在

しない。 

 　政府責任について，認識としては，バグラ

イとメドゥシェフスキーは変わらない。しか

し，その評価は正反対で，バグライは肯定的

でありメドゥシェフスキーは否定的である。

参照している憲法も，バグライはアメリカ合

衆国憲法でメドゥシェフスキーは立憲君主制

憲法やフランス第5共和制憲法もふくむ二元

制（混合制）憲法である。 

 　協議と副署について，バグライとメドゥ

シェフスキーは大きく異なる。バグライが，

憲法第80条から導かれる大統領の裁量を大

統領の義務として肯定的に評価するのに対し

て，メドゥシェフスキーは，1993年ロシア

連邦憲法が大統領の固有権とそうでないもの

とを区別せず，大統領の裁量を抑制する仕組

（協議や副署）をもたないことを問題視する。

メドゥシェフスキーにとって1993ロシア連

邦憲法における権力分立の問題は，大統領が



1993 年ロシア連邦憲法における大統領制 ●

（ 29 ）

行政権の長かどうかではなく，また，大統領

の権限が大きいかどうかではなく，大統領の

固有の権限とそうでない権限との区別，それ

と結びついた大統領の裁量の抑制を導きうる

文言の憲法における不存在にある。 

 おわりに ―ルキヤーノヴァとクラスノ
フを超えるには 

 　以上の検討から，ホームズにもシュガート

にもメドゥシェフスキーにも，そしてバグラ

イにも共通するのは，1993年ロシア連邦憲

法は政府の存立を議会の信任に置かず，議会

に対する政府責任を定めていないという認識

である。憲法条文上，その根拠となるのは，

文言としては目立つことのないロシア連邦大

統領の政府総辞職決定権＝首相解任権である

（第83条3項）。 

 　こうした立場からは，1993年ロシア連邦

憲法は以下のように読むことができる。

　すなわち，大統領の首相任命権は国家会議

（下院）の同意を必要とするが（第83条1号），

大統領の提案する首相候補者を3回拒否する

と大統領は国家会議を解散できる。憲法は，

国家会議に不信任決議を認めているが（第

117条3号，関連して，第103条2号），政府

を辞職させるかどうかは大統領の権限であ

り，大統領が政府の存続を認め，国家会議が

不信任決議を再議した場合，大統領は議会を

解散することができる（第117条3号）。

　国家会議の首相任命の同意権と不信任決議

権から1993年ロシア連邦憲法では，首相の

任免に国家会議がかなり関与できるように見

える。しかし，1993年ロシア憲法は，政府

総辞職＝首相解任を大統領が単独で（つまり

固有の意思で自由に）決定する権限を認めて

いる（第83条3号）。この点からすれば，大

統領の議会解散権は大統領の単独（固有）の

首相任免権の担保であり，国家会議の首相任

命の同意権および不信任決議権は，大統領に

単独（固有）の首相任免権があることを前提

にした手続上の参加権と位置づけることがで

きる。 

 　そして，第83条3項とならんで重要なのは，

憲法第80条である。第80条は，大統領を行

政権力の長と考えるかそうでないと考えるか

に関わりなく，権力分立上の大統領の位置を

どう考えるかに関わりなく，バグライ＝憲法

裁判所の解釈に従えば，国家元首としての特

別の地位と機能から大統領の単独（固有）で

自由な裁量の領域を憲法上で認めることを可

能とする。したがって，大統領の裁量行使の

程度と内容により憲法秩序の性格と質は大き

く変わり，そして，そのような国家元首の単

独（固有）で自由な裁量領域を前提とすれば，

権力の均衡と抑制の手段としての権力分立は

十分には働かなくなる。憲法裁判所は，そう

した裁量領域の容認を前提に，そのような裁

量の憲法適合性審査の機関になることで，大

統領の裁量を正統化する機関という役割を自

ら積極的に引き受けた。 

 　ルキヤーノヴァの主張は，このような解釈

を許さない1993年ロシア連邦憲法の「精神」

があるはずだということを前提としている。

彼女が，「精神」＝「基本の原則と意義」と対

置するのは，行政官僚制の構成員，つまり，

公務員とくに幹部公務員の法意識とそれに基

づく法令の運用と解釈である。彼女が指摘す

るように，要点が「自由な裁量」にあること

も，おそらく，そのとおりである。ただ，「自
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由な裁量」は，行政官僚制の構成員の否定的

な法意識ではなく，ある意味ではその本質だ

と考えることもできる。だからこそ，それを

縛るための法理が必要となる。そうした法理

抜きに，バグライの「大統領裁量義務論」を

打ち破ることはできないのではないか。 

 　これにたいして，ミハイル・クラスノフは，

ホームズ，シュガート，それにメドゥシェフ

スキーの1993年ロシア連邦憲法理解を共有

して，その問題を解消するためには，93年

ロシア連邦の憲法改正＝制度改革が必要だと

考える。その方向は，議会に対する政府責任

を明瞭にすることであり，それにより，議会

が，大統領を抑制または監督できると主張す

る （38） 。 

 　クラスノフのように考えるとしても，憲法

の「精神」＝「基本の原則と意義」からする

大統領の「自由な裁量」を縛る憲法解釈論ま

たは法理の必要は消えないだろう。 

 　なぜなら，ロシア連邦の大統領制がどのよ

うな類型に属するにせよ，憲法上の「機能」

の授権から「裁量義務」を引き出すことがで

きるとの解釈論が存在するなら，大統領の活

動を制約することは困難だからである。憲法

論ではなく法律論に引き移せば，組織法上の

授権さえあれば，行政主体は，組織法上の授

権の目的を達成するための自由な裁量を行使

でき，裁判所は，それを，原則として，正統

化すべきものだということになりかねない。

法律による授権と権限行使とのあいだに法的

空白があるのではないか。日本の戦後法学の

用語で表現すれば，形式的法治主義からの離

脱が課題であるようにも見える。 

 　それはそうだとしても，1993年ロシア連

邦憲法の研究としては，第80条が関係する

憲法裁判所判決の少数意見も対象とした精査

が必要である。その場合，裁判官の信条にも

踏み込んで，各裁判官の法理を研究する必要

がある。ロシア連邦における裁判官の独立の

評価がどうであろうと，自己の信条に基づい

て独自の判断を行う主体としての憲法裁判所

裁判官を分析すべきである。次に，権力分立

と法治主義（あるいは法の支配）の概念に焦

点を合わせたロシア法理論史と1993年憲法

制定史の再検討が必要である。メドゥシェフ

スキーの業績はひとつの参考になる （39） 。そ

して，バグライの主張を，「大統領の裁量行

使の憲法化の機関としての憲法裁判所」論と

して捉えることができるとすれば，そのよう

なロシア連邦憲法裁判所を，さまざまな憲法

秩序（または政治レジーム）のもとでの憲法

裁判所と比較することで，憲法秩序の形成と

変化におけるロシア連邦憲法裁判所の位置と

役割の特徴を提示できる。差し当たり，「は

じめに」でのべたロシア連邦と中央アジアの

各国の憲法秩序の変化のちがいを憲法裁判所

論として検討することが可能だろう。 

 注 

⑴ 　樹神成「プーチンの「強い国家」論と連邦制改

革」『ロシア・ユーラシア経済調査資料』（ユーラ

シア研究所，823号，2001年）。 

⑵　 中央アジアの各国の独立後の最初の憲法（下

線），改正および新憲法（二重下線）は次のとお

りである（最初の憲法の採択順）。トルクメニス

タン（ 1992年 ，1995年，1999年，2003年，2005年，

2006年，2008年，2016年），ウズベキスタン（ 1992

年 ，2003年，2007年，2008年，2011年2014年，
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